
令和８年度北千葉広域水道企業団会計年度任用職員募集案内

【一般事務補助】

北千葉広域水道企業団では、会計年度任用職員として企業団で勤務していただける

方を募集します。

 会計年度任用職員は、有期雇用の地方公務員です。（地方公務員法第２２条の２第

１項に規定する一般職の非常勤職員）

会計年度任用職員として勤務を希望される方は、登録申込書を提出してください。

この中から、企業団が必要に応じて、条件に合う方を選考し、会計年度任用職員とし

て採用します。

１ 募集内容等

募集職種 勤務場所 業務内容 募集人数

一般事務補助

松戸庁舎

又は

流山庁舎

正規職員が行う業務補助

（パソコンを用いた入力・資料作成、

電話・来客対応・運転用務等）

５名

（注）１ 松戸庁舎：松戸市七右衛門新田５４０－５

２ 流山庁舎：流山市桐ヶ谷字和田１３０

３ 業務内容等の詳細については、面接時にご確認ください。

２ 応募資格

（１）公用車（ライトバンなど）の運転ができる方（普通自動車運転免許保有者）

（２）次のいずれかに該当する場合は、応募できません。

地方公務員法第１６条に定める欠格事項に該当する方

・禁錮（令和７年６月１日以降は拘禁刑）以上の刑に処せられ、その執行を終

わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した者



３ 勤務形態等

勤務形態 勤務時間 任期

週２～３日
８:３０～１７:１５

うち休憩時間６０分

令和８年４月１日～令和９年３月３１日

以内で任用します

（注）１ 実際の勤務日については、月単位で指定します。

   ２ 原則として時間外勤務は行いません。

４ 応募方法

応募に当たっては、「令和８年度北千葉広域水道企業団会計年度任用職員登録

申込書」に必要事項を記入の上、受付期間内に到着するよう簡易書留で郵送して

ください。簡易書留以外での事故については一切責任を負いません。
※申込書は返却しませんので、あらかじめご了承ください。

     提出していただいた申込書は、企業団が責任をもって処分します。

５ 受付期間

 令和８年３月１０日（火）まで（１０日必着）

６ 報酬等について

日額  １０，０６９円 （令和８年３月４日現在）

この他、企業団の規定により通勤手当に相当する報酬、勤務実績に応じて６月・

１２月に期末・勤勉手当等が支給されます。

なお、報酬は、給与改定や最低賃金の改定等により変更される場合があります。

  また、給与支給日は、月末締めで翌月２１日に支給します。

７ 服務等について

（１）勤務時間

   勤務時間については、「３ 勤務形態等」欄に記載の時間となります。

（２）休日

   土・日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）

（３）休暇等

   年次有給休暇、特別休暇（忌引等） ※企業団の規定により付与されます。

（４）社会保険等

   共済組合（短期給付、福祉事業）・厚生年金保険・雇用保険

※加入要件を満たした場合に加入します。



（５）条件付採用期間

   原則１か月間

（採用後１か月間で勤務日数が１５日間に満たない場合は、その日数が１５日に達するまで）

（６）服務規律

地方公務員法の適用を受け、信用失墜行為の禁止、守秘義務等の服務規律が適

用されます。

８ 選考方法

採用に当たっては、登録者の中から書類審査・面接により選考を行います。

９ 名簿登録期間

登録受付日から令和９年３月３１日

１０ 採用までの流れ

登録申込書をホームページ内からダウンロードし、受付期間内に郵送により

ご応募ください。

応募いただいた方は、登録名簿に登録されます。

           ↓

名簿登録後、書類審査を行い、面接を行う場合はご連絡します。

           ↓

面接を行った後、後日結果についてご送付します。

           ↓

採用となった場合、会計年度任用職員として任用されます。

（注）

名簿登録の完了については、特にお知らせしません。

ご登録いただいても、登録期間中に面接のご連絡を差し上げない場合があります。

最終的な決定は、登録申込書の希望をもとに面接時に相談・調整の上、行います。

１１ 問い合わせ・申込書送付先

〒２７１－００４１

 松戸市七右衛門新田５４０－５

北千葉広域水道企業団 総務部 総務調整室 総務調整班

ＴＥＬ ０４７－３４５－３２１１

（土・日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで）


